
は
じ
め
に

太
平
洋
戦
争
中
、
昭
和
一
八
年
に
新
作
能
と
し
て
発
表
さ
れ
た
「
皇み

い
く
さ
ぶ
ね

軍
艦
」

は
、
海
軍
の
勇
姿
を
讃
え
、
国
民
を
鼓
舞
す
る
作
品
と
し
て
、
当

注
注時

世
間
で
評

価
を
得
た
。
し
か
し
、
戦
後
に
発
行
さ
れ
た
古
典
文
庫
第
五
七
一
冊
『
未
刊
謡

曲
集
（
続
十
四
）
』
（
平
成
六
年
六
月
二
〇
日
）
の
田
中
允
に
よ
る
解
題
に
「
第

二
次
世
界
大
戦
の
聖
戦
化
を
謡
曲
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
際
物
謡
曲
で
、
敗
戦

後
の
現
在
で
は
到
底
受
容
で
き
な
い
作
品
で
あ
る
。
」
と
評
さ
れ
て
い
る
通
り
、

戦
後
の
再
演
も
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

新
作

注
注能

と
は
、
広
義
に
は
明
治
維
新
以
後
に
、
素
人
や
玄
人
、
公
的
、
私
的

を
問
わ
ず
作
詞
さ
れ
た
謡
曲
の
こ
と
を
示
し
、
節
を
付
け
て
い
な
い
も
の
や
、

実
際
に
演
能
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
。
他
の
芸
術
分
野
と
の
折
衷
演

出
を
除
い
て
も
、
平
成
二
八
年
現
在
で
三
三
〇
作
品
以
上
が
存
在
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
当
時
（
一
九
三
九
年
九
月
一
日
～
一
九
四
五
年

九
月
二
日
）
に
創
作
さ
れ
た
謡
曲
は
、
成
立
年
代
が
明
確
で
は
な
い
も
の
も
含

み
、
約
四
〇
作
品
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
時
期
に
限
定
し
て
二
曲
以
上
作
詞
し
た
人
物
を
左
に
挙
げ
る
。

土
岐
善
麿
（
国
学
者
）　
　
　

六
曲

竹
中　

実
（
能
楽
愛
好
者
）　

六
曲

高
浜
虚
子
（
俳
人
）　
　
　
　

五
曲

小
林
静
雄
（
能
楽
研
究
者
）　

四
曲

竹
腰
健
造
（
建
築
家
）　
　
　

三
曲

奥
島
愚
潭
（
※
詳
細
不
明
）　

二
曲
（
※
奥
山
愚
潭
も
奥
島
愚
潭
と
同
一
人

　

物
と
考
え
ら
れ
、
『
美
禅
』
と
い
う
書
籍
も
出
版
か
）

こ
の
六
名
以
外
の
作
詞
者
は
、
一
回
限
り
の
雑
誌
投
稿
や
、
節
の
な
い
個
人

的
な
作
詞
活
動
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
実
際
に
上
演
さ
れ
た
「
忠
霊
」
を
手
掛

け
た
観
世
流
シ
テ
方
能
楽
師
の
浅
見
真
健
は
例
外
）
。

ま
た
、
戦
時
中
に
作
詞
さ
れ
た
約
四
〇
曲
中
、
能
楽
師
に
よ
る
公
開
性
の
あ

新
作
能
「
皇み
い
く
さ
ぶ
ね

軍
艦
」
の
諸
問
題

東

谷

櫻

子
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る
催
し
で
、
同
時
代
に
上
演
さ
れ
た
の
は
次
の
一
〇
作
品
で
あ
る
（
〔　

〕
内

は
節
を
付
け
た
者
）
。

土
岐
善
麿　

「
和
気
清
麻
呂
」
〔
喜
多
実
〕
、
「
顕
如
」
〔
喜
多
実
〕
、

　
　
　
　
　

「
夢
殿
」
〔
喜
多
実
〕
、
「
青
衣
女
人
」
〔
喜
多
実
〕

高
浜
虚
子　

「
時
宗
」
〔
一
世
桜
間
金
太
郎
〕
、「
義
経
」
〔
六
世
観
世
銕
之
丞
〕
、

　
　
　
　
　

「
奥
の
細
道
」
〔
一
世
桜
間
金
太
郎
〕

竹
腰
健
造　

「
世
阿
弥
」
〔
一
世
金
剛
巌
〕

浅
見
真
健　

「
忠
霊
」
〔
浅
見
真
健
〕

佐
古
少
尉　

「
皇
軍
艦
」
〔
六
世
観
世
銕
之
丞
〕

こ
れ
ら
か
ら
、
新
作
能
が
実
際
に
公
演
に
至
る
に
は
、「
著
名
な
人
物
の
作
詞
」

「
節
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
専
門
家
」
「
実
際
に
演
じ
る
能
楽
師
」
の
三
点
の

揃
う
こ
と
が
、
基
本
的
な
条
件
で
あ
る
と
わ
か
る
。

新
作
能
に
は
、
当
然
な
が
ら
そ
の
時
代
に
お
け
る
意
識
や
価
値
観
な
ど
が
反

映
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
時
中
の
作
品
再
演
は
、
差
別
的
な
詞
章
や
戦
争
賛
美
の

内
容
が
多
く
、
上
演
の
障
碍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
作
品
分
析
を
通
し
て
、
当
時
の
能
楽
界
、
能
楽
師
、
観
客
の
心
情
や
意
図
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

今
後
も
あ
ら
た
な
創
作
が
続
く
新
作
能
の
歴
史
を
把
握
す
る
た
め
、
「
皇
軍

艦
」
と
そ
の
原
作
「
赤
道
神
」
を
対
象
に
、
原
作
者
佐
古
少
尉
の
実
像
、「
皇
軍
艦
」

演
能
ま
で
の
経
緯
や
演
出
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

Ⅰ　

「
皇
軍
艦
」
の
概
要
と
諸
問
題

（
１
）
あ
ら
す
じ

米
英
討
伐
の
命
を
受
け
た
日
本
海
軍
の
戦
艦
が
赤
道
を
通
過
す
る
。
航
海
の

安
全
祈
願
の
た
め
に
艦
長
（
主
ツ
レ
）
は
、
赤
道
神
（
海
神
ポ
セ
イ
ド
ン
）
を

鎮
め
る
た
め
の
赤
道
祭
を
執
行
す
る
よ
う
命
じ
る
。
赤
道
神
（
シ
テ
）
が
現
れ

て
荒
ぶ
る
が
、
艦
長
を
は
じ
め
と
す
る
乗
組
員
達
（
複
数
の
ツ
レ
）
の
武
勇
と

大
東
亜
の
繁
栄
を
讃
え
て
道
を
開
け
る
。
大
き
な
作
り
物
の
鍵
が
赤
道
神
か
ら

艦
長
に
渡
さ
れ
る
。
一
同
は
、
晴
れ
や
か
に
南
海
へ
進
む
。

（
２
）
先
行
研
究　

次
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

西
野
春
雄
「
新
作
能
の
百
年
（
１
）
―
１
９
０
４
年
～
２
０
０
４
年
―
」（
「
能

楽
研
究
」
第
二
九
号
、
二
〇
〇
五
年
五
月
三
一
日
）
で
は
、
新
作
能
の
歴
史
を

扱
う
年
表
中
に
、
「
皇
軍
艦
」
の
作
者
・
成
立
年
月
日
・
あ
ら
す
じ
が
示
さ
れ

て
い
る
。

米
田
文
孝
・
秋
山
暁
勲
「
伊
号
第
２
９
潜
水
艦
と
ス
バ
ス
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
・

ボ
ー
ス
」
（
「
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
」
第
八
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
三
一
日
）

で
は
、
伊
号
二
九
潜
水
艦
の
当
時
の
艦
内
の
生
活
様
式
や
ス
バ
ス
・
チ
ャ
ン
ド

ラ
・
ボ
ー
ス
の
移
乗
経
緯
な
ど
が
書
か
れ
て
お
り
、
「
「
２
．
伊
号
潜
水
艦
の
艦

内
生
活
」
（
８
）
赤
道
祭
、
（
９
）
艦
内
誌
「
不
朽
」
」
の
項
目
で
は
、
船
員
達

が
実
際
に
行
っ
た
赤
道
祭
や
艦
内
誌
「
不
朽
」
の
詳
細
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
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「
皇
軍
艦
」
は
、
艦
内
誌
「
不
朽
」
（
創
刊
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
佐
古
少
尉
作
の

謡
曲
「
赤
道
神
」
が
基
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

田
中
允
『
未
刊
謡
曲
集
（
続
十
四
）
』
（
前
出
）
に
は
、
「
皇
軍
艦
」
の
詞
章

の
全
文
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
解
題
に
は
「
敗
戦
後
の
現

在
で
は
到
底
受
容
で
き
な
い
作
品
で
あ
る
。
」
と
の
評
価
が
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
七
年
一
二
月
五
日
付
の
「
朝
日
新
聞
」
（
三
河
版
）
に
は
、

愛
知
県
碧
南
市
立
大
浜
小
学
校
（
金
子
て
る
子
校
長
）
で
、
市
内
の
民
家
か
ら

発
見
さ
れ
た
、
雑
誌
「
不
朽
」
の
活
字
化
作
業
を
し
、
同
年
一
二
月
四
日
に
、

五
年
生
の
学
級
で
謡
曲
「
赤
道
神
」
の
内
容
解
読
を
平
和
学
習
と
し
て
実
施
し

た
と
あ
る
。

（
３
）
艦
内
誌
「
不
朽
」
創
刊
号
と
原
作
「
赤
道
神
」

艦
内
誌
「
不
朽
」
の
現
存
数
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
本
誌
が
潜

水
艦
内
で
発
行
さ
れ
た
同
人
誌
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
点
と
、
伊
号
二
九
潜

水
艦
が
昭
和
一
九
年
七
月
二
六
日
に
ア
メ
リ
カ
の
魚
雷
に
よ
っ
て
撃
沈
さ
れ
、

生
存
者
一
名
を
除
き
乗
組
員
が
全
員
死
亡
し
た
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
誌

は
娯
楽
的
な
内
容
で
あ
る
と
は
い
え
、
潜
水
艦
の
位
置
や
艦
内
の
細
部
が
特
定

で
き
な
い
よ
う
に
極
秘

3
注扱

い
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
前
出
の
米
田
文
孝
・

秋
山
暁
勲
「
伊
号
第
２
９
潜
水
艦
と
ス
バ
ス
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ
ー
ス
」で
は
、「
不

朽
」
第
二
号
で
確
認
で
き
る
通
し
番
号
が
一
二
五
部
で
あ
る
事
か
ら
、
創
刊
号

も
ほ
ぼ
同
数
と
推
定
し
、
外
部
に
配
布
さ
れ
た
の
は
一
〇
部
程
度
で
、
第
三
号

は
発
行
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
不
朽
」
創
刊
号
は
、
昭
和
一
八
年
二
月
一
一
日
に
、
藤
田
軍
医
大
尉
が
編

集
の
中
心
と
な
っ
て
発
行
さ
れ
た
。
表
紙
の
題
字
は
、
司
令
の
勝
田
治
夫
大
佐

の
染
筆
に
よ
る
も
の
で
、
乗
組
員
の
戦
意
を
高
め
る
論
説
、
滑
稽
な
読
み
物
、

漢
詩
、
和
歌
、
俳
句
、
川
柳
、
民
謡
な
ど
多
様
な
分
野
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

発
行
が
二
月
上
旬
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
前
年
の
一
二
月
三
日
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー

の
油
槽
船
を
撃
沈
さ
せ
た
こ
と
、
一
二
月
一
九
日
に
第
一
〇
回
赤
道
祭
を
執
行

し
た
こ
と
、
赤
道
近
く
で
年
越
し
と
元
旦
を
迎
え
た
こ
と
な
ど
、
当
時
の
最
新

の
出
来
事
を
題
材
に
し
た
内
容
が
多
い
。
佐
古
少
尉
も
、
こ
の
第
一
〇
回
の
赤

道
祭
を
意
識
し
な
が
ら
、「
赤
道
神
」
を
投
稿
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
赤

道
神
」
は
、
艦
長
（
木
梨
鷹
一
中
佐
）
の
年
頭
所
感
と
大
尉
二
名
の
論
説
に
続

い
て
、
全
一
〇
五
頁
あ
る
中
の
一
六
頁
か
ら
三
二
頁
の
冒
頭
の
方
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
構
成
か
ら
、
編
者
の
藤
田
軍
医
大
尉
は
、
こ
の
謡
曲
を
創
刊
号

の
「
中
核
」
に
据
え
た
と
い
っ
て
よ
い
。

（
４
）
考
察
す
べ
き
点
の
整
理

以
上
、
新
作
能
「
皇
軍
艦
」
に
関
す
る
主
要
事
項
を
挙
げ
て
き
た
。
こ
れ
を

踏
ま
え
て
、
以
下
で
は
次
の
よ
う
な
点
か
ら
考
察
を
加
え
、
作
品
の
内
実
を
明

ら
か
に
し
て
み
た
い
。

①
「
赤
道
神
」
作
詞
か
ら
「
皇
軍
艦
」
演
能
ま
で
の
経
緯

②
原
作
者
佐
古
少
尉
の
実
像

③
「
皇
軍
艦
」
に
ワ
キ
が
登
場
し
な
い
事
由
に
つ
い
て

④
「
赤
道
神
」
と
「
皇
軍
艦
」
の
演
出
に
つ
い
て
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Ⅱ　

「
赤
道
神
」
作
詞
か
ら
「
皇
軍
艦
」
演
能
ま
で
の
経
緯

す
で
に
述
べ
た
通
り
、
「
皇
軍
艦
」
は
、
佐
古
少
尉
が
艦
内
誌
に
投
稿
し
た

謡
曲
「
赤
道
神
」
を
原
作
と
し
て
い
る
。
昭
和
一
八
年
五
月
一
五
日
、
檜
書
店

発
行
の
謡
本
「
皇
軍
艦
」
の
前
附
に
は
「
大
本
営
海
軍
報
道
部
の
委
嘱
に
よ
り

謡
曲
化
し
、
皇
軍
艦
と
題
し
て
発
表
し
た
当
流
新
曲
で
あ
る
。
」
と
記
さ
れ
、

六
世
観
世
銕
之
丞
（
当
時
の
観

注
注

世
宗
家
幼
年
の
た
め
後
見
人
を
務
め
て
い
た
）

が
能
に
仕
立
て
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
伊
号
二
九
潜
水
艦
と
「
皇
軍
艦
」
関
連
事
項
の
年

注
注表

●
一
九
四
二
年
（
昭
和
一
七
年
）

・
一
二
月
一
九
日　

伊
号
二
九
潜
水
艦
に
お
い
て
第
一
〇
回
赤
道
祭
を
開
催
。

こ
の
時
の
写
真
が
「
不
朽
」
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。

●
一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
年
）

・
二
月
八
日　

ボ
ー
ス
を
乗
せ
た
ド
イ
ツ
軍
艦
が
フ
ラ
ン
ス
大
西
洋
岸
の
ブ
レ

　
　
　
　
　
　

ス
ト
を
出
航
。

　
　

一
一
日　

艦
内
雑
誌
「
不
朽
」
創
刊
号
に
て
謡
曲
「
赤
道
神
」
発
表
。

・
三
月
二
日　

「
不
朽
」
題
字
を
書
い
た
司
令
官
の
勝
田
大
佐
、
伊
号
二
九
潜

水
艦
が
所
属
し
て
い
た
第
一
四
潜
水
隊
司
令
を
急
遽
、
解
任
。

横
須
賀
鎮
守
附
に
な
る
。

・
四
月
六
日　

伊
号
二
九
潜
水
艦
、
ボ
ー
ス
乗
船
の
た
め
ペ
ナ
ン
港
出
。

　
　
　

九
日　

乗
組
員
に
、
ボ
ー
ス
乗
船
の
特
殊
任
務
を
公
表
。

日
本
で
は
、「
芸
術
報
国
大
会
」
（
東
京
九
段
軍
人
会
館
）
に
て
、

銕
之
丞
が
「
戦
時
下
に
お
け
る
能
楽
師
の
覚
悟
」
を
講
演
。
「
皇

軍
艦
」
を
作
曲
中
で
あ
る
こ
と
を
発
表
。

　
　

一
二
日　

勝
田
大
佐
、
軍
令
部
と
海
軍
省
に
出
仕
。

　
　

二
七
日　

ド
イ
ツ
軍
艦
か
ら
伊
号
二
九
潜
水
艦
に
ボ
ー
ス
、
移
動
。

・
五
月
六
日　

伊
号
二
九
潜
水
艦
ス
マ
ト
ラ
島
に
到
着
。

　
　

一
五
日　

檜
書
店
よ
り
「
皇
軍
艦
」
の
謡
本
発
行
。

　
　

二
五
日　

「
観
世
」
五
月
号
で
「
皇
軍
艦
」
発
表
。
「
不
朽
」
第
二
号
に
「
二
五

日
に
海
軍
記
念
日
に
先
立
ち
全
国
放
送
さ
れ
た
」
と
ラ
ジ
オ
放

送
の
記
載
が
あ
る
が
、
実
際
の
放
送
は
二
八
日
。

二
六
日　

「
皇
軍
艦
」
が
華
族
会
館
に
て
初
上
演
さ
れ
る
（
シ
テ
・
一
世

梅
若
万
三
郎　

ツ
レ
・
六
世
観
世
銕
之
丞　

他
の
ツ
レ
は
銕
之

丞
一
門
）
。

二
七
日　

「
不
朽
」
第
二
号
、
潜
水
艦
整
備
中
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
刊
行
（
こ

の
日
は
、
海
軍
記
念
日
）
。

二
八
日　

午
後
八
時
「
皇
軍
艦
」
ラ
ジ
オ
放
送
さ
れ
る
（
昭
和
一
八
年
五

月
二
八
日
付
「
朝
日
新
聞
」
（
東
京
本
社
版
）
「
ラ
ジ
オ
欄
」
に

記
載
）
。
同
年
九
月
、
音
源
が
ニ
ツ
チ
ク
レ
コ
ー
ド
よ
り
レ
コ

ー
ド
販
売
さ
れ
る
。

・
六
月
一
六
日
頃　

ボ
ー
ス
、
東
條
首
相
と
会
談
。

二
三
日　

ボ
ー
ス
と
東
條
の
会
談
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
（
保
安
上
、
一
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週
間
遅
れ
の
報
道
）
。

●
一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）

・
三
月
二
五
日　

雑
誌
「
観
世
」
終
刊
。
終
刊
号
二
〇
頁
「
海
軍
学
生
の
見
た

能
」
の
箇
所
に
、
海
軍
経
理
学
校
の
剣
道
場
に
て
学
生
の
た

め
に
行
わ
れ
た
「
皇
軍
艦
」「
船
弁
慶
」「
笠
之
段
」「
寝
音
曲
」

に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
（
実
施
日
時
の
詳
細
は
不
明
。
二

月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
二
月
中
旬
か
ら
下

旬
頃
と
考
え
ら
れ
る
）
。

（
２
）
日
本
で
の
「
不
朽
」
創
刊
号

伊
号
二
九
潜
水
艦
は
、
昭
和
一
八
年
四
月
「
ス
バ
ス
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ
ー

ス
を
安
全
に
日
本
に
連
れ
て
く
る
」
と
い
う
、
重
大
か
つ
厳
戒
な
任
務
に
臨
ん

で
ペ
ナ
ン
付
近
を
航
海
中
で
あ
っ
た
。
娯
楽
的
で
あ
り
な
が
ら
極
秘
扱
い
に
な

っ
て
い
た
、
こ
の
潜
水
艦
の
艦
内
誌
の
謡
曲
作
品
が
、
約
三
カ
月
の
短
期
間
で

ど
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
演
能
の
実
現
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
示
し
た
米
田
・
秋
山
両
氏
の
論
に
は
「
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
「
赤
道
神
」

が
外
部
へ
と
提
供
さ
れ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、『
不
朽
』
第
２
号
に
は
「
創

刊
号
は
畏
く
も
山
階
宮
様
へ
献
納
の
榮
に
浴
し
た
」と
の
記
述
が
あ
り
、『
不
朽
』

が
外
部
へ
配
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
「
赤
道
神
」

が
能
に
仕
立
て
ら
れ
、
上
演
が
実
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
」と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
山
階
宮
様
」
と
は
、
元
司
令
官
勝
田
大
佐
の
海
軍
兵
学
校
で
の
同
期
生
（
大

正
七
年
一
一
月
卒
。
第
四
六
期
生
）
で
あ
っ
た
山
階
宮
武
彦
王
を
指
す
と
考
え

ら
れ
る
。
武
彦
王
は
皇
室
で
初
め
て
海
軍
航
空
隊
に
所
属
し
た
が
、
関
東
大
震

災
で
懐
妊
中
の
佐
紀
子
妃
が
薨
去
し
た
こ
と
に
よ
り
精
神
を
病
み
、
戦
時
中
も

極
限
ら
れ
た
人
物
と
の
み
交
流
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
「
不
朽
」
第
二
号

の
「
山
階
宮
様
へ
献
納
の
榮
に
浴
し
た
」
と
い
う
記
事
は
、
読
者
の
乗
組
員
に

と
っ
て
は
、
単
に
皇
族
の
高
覧
に
預
か
っ
た
と
い
う
栄
誉
の
み
で
は
な
く
、
武

彦
王
と
同
期
で
あ
り
、
司
令
を
解
か
れ
日
本
に
帰
国
し
た
勝
田
大
佐
の
こ
と
を

も
意
識
さ
せ
る
文
言
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

武
彦
王
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
閲
覧
し
た
か
、
他
に
ど
の
よ
う
な
人
物
が
、

内
地
で
「
不
朽
」
創
刊
号
を
閲
覧
し
た
か
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は

な
い
。
ま
た
、
誰
が
「
不
朽
」
創
刊
号
を
持
ち
帰
り
、
誰
が
謡
曲
「
赤
道
神
」

を
能
に
仕
立
て
上
演
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

観
世
銕
之
丞
に
依
頼
し
た
の
は
「
軍
令
部
」
か
「
海
軍
省
」
か
、
い
ず
れ
に
も

依
注
注

頼
の
根
拠
を
示
す
資
料
が
あ
る
た
め
決
し
が
た
い
。
現
時
点
で
は
、
「
ボ
ー

ス
護
衛
」
と
い
う
極
秘
任
務
中
に
も
関
わ
ら
ず
、
急
遽
司
令
を
解
か
れ
、
昭
和

一
八
年
三
月
下
旬
頃
に
帰
国
し
、
軍
令
部
と
海
軍
省
双
方
に
出
仕
し
た
勝
田
大

佐
が
関
与
し
て
い
る
可
能
性
を
示
し
た
い
。
ま
た
、
昭
和
一
八
年
五
月
一
五
日

に
は
「
皇
軍
艦
」
の
謡
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
勝
田
大
佐
を
基
準
に
、

伊
号
二
九
潜
水
艦
を
含
む
第
一
四
潜
水
隊
か
ら
の
帰
国
者
の
活
動
が
三
月
下
旬

か
ら
四
月
上
旬
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
観
世
銕
之
丞
が
原
作
「
赤
道
神
」を
読
み
、

能
に
仕
立
て
た
準
備
期
間
は
昭
和
一
八
年
三
月
下
旬
か
ら
五
月
上
旬
の
、
長
く

考
え
て
も
一
カ
月
半
程
度
と
推
測
で
き
る
。
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Ⅲ　

原
作
者
佐
古
少
尉
の
実
像

佐
古
少
尉
の
人
物
像
は
不
明
な
点
が
多
い
。
そ
の
理
由
は
、
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
「
不
朽
」
が
艦
内
の
娯
楽
雑
誌
で
あ
り
な
が
ら
も
、
取
り
扱
い
が
厳
重

で
あ
り
、
外
部
に
は
一
部
の
関
係
者
の
み
に
配
布
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

当
時
の
雑
誌
「
観
世
」
や
檜
書
店
発
行
の
謡
本
「
皇
軍
艦
」
前
附
等
に
は
、
潜

水
艦
内
の
同
人
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
記
載
さ
れ
ず
、
佐
古
少
尉
自
身
が
、

作
詞
の
契
機
や
上
演
に
関
す
る
所
感
を
述
べ
て
い
る
記
事
も
な
い
。
ま
た
い
ず

れ
の
資
料
に
も
、
「
佐
古
少
尉
」
と
名
字
と
階
級
の
み
が
表
記
さ
れ
、
名
前
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
昭
和
一
九
年
一
月
号
の
「
観
世
」
の
広
告
に
お
い
て
、
ニ

ツ
チ
ク
レ
コ
ー
ド
（
日
蓄
工
業
株
式
会
社
）
が
「
皇
軍
艦
」
の
レ
コ
ー
ド
を
宣

伝
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
も
「
佐
古
海
軍
少
尉
原
作
・
観
世
宗
家
作
曲
」
（
実

際
は
宗
家
後
見
人
の
銕
之
丞
）
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
昭
和
一
五
年
一
二
月
号
の
「
観
世
」
に
は
、
大
阪
で
の
奉
祝
能
の
開

催
に
あ
た
り
、
軍
人
の
祝
辞
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
中
部
軍
司
令

官　

陸
軍
中
将　

岩
松
義
雄
」
と
所
属
、
階
級
、
氏
名
が
明
記
さ
れ
、
同
誌
の

別
頁
で
は
、
「
謡
曲
に
表
は
れ
た
る
日
本
精
神
」
と
題
し
、
陸
軍
少
将
藤
竹
信

之
の
挨
拶
文
が
写
真
つ
き
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

話
題
に
な
っ
た
新
作
能
の
原
作
者
が
公
に
登
場
し
な
い
の
は
不
自
然
で
あ

り
、
世
論
も
関
心
が
あ
る
中
、
軍
人
が
名
字
と
階
級
の
み
で
紹
介
さ
れ
る
の
は

必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
「
佐
古
少
尉
」
が
当
時
有
名

な
人
物
で
あ
り
、
名
字
だ
け
で
誰
も
が
把
握
で
き
る
軍
人
で
あ
っ
た
可
能
性
も

低
い
。
秦
郁
彦
編
『
日
本
陸
海
軍
総
合
辞
典
』
（
一
九
九
一
年
一
〇
月
一
五
日
）

に
は
、
陸
海
軍
主
要
学
校
卒
業
生
一
覧
が
あ
り
、
そ
の
中
で
、
「
Ⅱ
海
軍
」
の

箇
所
に
「
佐
古
」
と
い
う
姓
の
人
物
が
確
認
で
き
る
が
、
右
少
尉
に
該
当
す
る

人
物
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
す
る
と
、
佐
古
少
尉
の
実
像
は
次
の
よ
う
な
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。

①
執
筆
者
が
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
た
。

②
保
安
上
の
事
由
で
「
名
前
」
を
公
表
で
き
な
か
っ
た
。

（
１
）
執
筆
者
が
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
た
可
能
性

こ
の
場
合
、
実
際
は
階
級
が
少
尉
よ
り
低
い
人
物
で
あ
っ
た
り
、
複
数
名
の

合
作
で
あ
っ
た
り
し
た
た
め
に
娯
楽
的
に
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
た
が
、
短
期
の

準
備
期
間
中
に
、
そ
の
ま
ま
公
式
発
表
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
「
不
朽
」
は
、
勝
田
大
佐
の
題
字
、
木
梨
中
佐
（
艦
長
）
の
所
感
、

編
者
の
藤
田
軍
医
大
尉
の
論
説
な
ど
、
佐
官
、
尉
官
の
投
稿
も
あ
る
が
、
俳
句

や
川
柳
な
ど
は
「
曹
」
や
「
兵
」
の
位
の
者
の
作
品
も
多
く
確
認
で
き
る
。
ま

た
、
「
佐
」
「
尉
」
「
兵
曹
長
」
ま
で
は
、
お
お
む
ね
上
位
の
順
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
よ
り
下
位
の
者
の
作
品
は
、
位
順
、
ア
イ
ウ
エ
オ
順
、
イ
ロ
ハ

順
、
テ
ー
マ
別
で
も
な
く
順
不
同
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
俳
句
の
箇

所
で
は
、
岡
山
大
尉
一
句
、
藤
田
軍
医
大
尉
二
句
、
佐
古
少
尉
九
句
、
生
駒
兵

曹
長
一
句
、
長
久
保
兵
曹
長
一
句
の
掲
載
後
は
、
位
順
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
上
位
者
の
み
に
限
定
さ
れ
る
が
、
階
級
意
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識
を
雑
誌
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
佐
古
と
い
う
人
物
は

実
際
に
、
「
少
尉
」
の
位
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
。

そ
し
て
、
「
少
尉
」
の
階
級
は
、
海
軍
兵
学
校
を
卒
業
し
た
時
点
に
な
る
場

合
が
多
く
、
当
時
の
海
軍
少
尉
の
定
限
年
齢
が
三
八
歳
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

年
齢
は
二
〇
代
中
盤
か
ら
三
〇
代
後
半
の
人
物
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
佐
古
少
尉
は
謡
曲
「
赤
道
神
」
の
み
で
は
な
く
、
俳
句
九
句
、
短
歌

一
二
首
と
、
合
作
を
す
る
可
能
性
の
少
な
い
作
品
分
野
に
も
多
数
投
稿
し
て
い

る
た
め
、
謡
曲
も
単
独
で
創
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
不
朽
」
創
刊
号
に
お
い
て
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
が
用
い
ら
れ
て
い
る
作
品
は
、

少
年
時
代
の
「
Ｋ
子
」
と
の
回
想
を
つ
づ
っ
た
「
夜
話
」
と
い
う
独
白
的
な
読

み
物
の
み
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
「
穂
曽
川
狂
二
作
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

二
つ
前
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
随
筆
「
戦
線
ノ
兄
ヨ
リ
弟
ヘ
」
を
書
い
た
細
川
清

（
上
曹
）
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
が
、
夜
半
に
女
性
の
こ
と
を
思

い
出
す
内
容
で
あ
っ
た
た
め
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
て
、
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
」

な
工
夫
を
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
か
ら
、
尉
官
の
者
は
基
準
を
以
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
佐
古
少

尉
は
他
分
野
の
作
品
も
投
稿
し
て
お
り
、
合
作
の
可
能
性
は
低
い
こ
と
、「
不
朽
」

の
投
稿
者
は
基
本
的
に
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
な
い
こ
と
か
ら
、
佐
古
と
い
う
人

物
が
、
少
尉
の
位
で
あ
り
、
単
独
で
「
赤
道
神
」
を
作
詞
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、
「
不
朽
」
は
氏
名
で
投
稿
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
大
半
は
名

字
と
階
級
の
み
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、
佐
古
少
尉
の
名
前
の
方
は
確
認
で
き
な

い
状
況
で
あ
る
。

（
２
）
保
安
上
の
事
由
で
「
名
前
」
を
公
表
で
き
な
か
っ
た
可
能
性

銕
之
丞
が
海
軍
関
係
者
か
ら
「
赤
道
神
」
を
能
に
仕
立
て
る
依
頼
を
受
け
て

公
演
準
備
を
し
て
い
た
頃
、
伊
号
二
九
潜
水
艦
は
、
ボ
ー
ス
訪
日
の
護
衛
と
い

う
、
最
も
緊
張
感
の
あ
る
任
務
中
で
あ
り
、
そ
の
周
辺
の
情
報
は
厳
重
な
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
「
忠
霊
」
が
観
世
一
門
の
浅
見
真
健
の
作
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
海
軍
関
係
者
が
、
「
皇
軍
艦
」
の
軍
人
原
作
で
あ
る
こ
と

に
意
義
を
見
出
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
宣
伝
広
告
な
ど
に
就
い
て
も
明
ら
か
で

あ
る
。
一
方
で
、
銕
之
丞
も
、
「
観
世
」
主
筆
の
三
宅
襄
も
、
「
不
朽
」
や
佐
古

少
尉
に
関
す
る
情
報
を
ど
の
程
度
持
っ
て
い
た
の
か
不
明
で
あ
り
、
銕
之
丞
が

実
物
の
「
不
朽
」
創
刊
号
を
閲
覧
し
た
の
か
、
「
赤
道
神
」
の
み
の
抜
粋
を
参

考
に
し
た
の
か
も
特
定
で
き
な
い
。

詳
細
は
後
述
す
る
が
、
「
不
朽
」
に
投
稿
さ
れ
た
他
作
品
が
、
「
皇
軍
艦
」
に

お
い
て
強
い
影
響
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
保
安
上
の
事
由
も
併
せ
て
、

銕
之
丞
は
佐
古
少
尉
の
他
の
作
品
や
「
不
朽
」
創
刊
号
の
実
物
は
閲
覧
し
て
い

な
い
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
佐
古
少
尉
の
作
品

「
不
朽
」
に
は
、
漢
詩
や
自
由
詩
、
民
謡
な
ど
多
様
な
作
品
が
投
稿
さ
れ
て

い
る
が
、
佐
古
少
尉
の
投
稿
は
、
謡
曲
と
俳
句
、
短
歌
の
三
種
類
で
あ
る
。

参
考
と
し
て
俳
句
と
短
歌
の
例
を
左
に
挙
げ
る
。

・
俳
句　

バ
ナ
ナ
売
る
新
附
の
民
の
洗
足
哉

ス
コ
ー
ル
に
青
葉
の
基
地
の
け
む
り
け
り
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我
射
て
ば
タ
ン
カ
ー
の
燃
え
て
夕
日
哉

・
短
歌　

ペ
リ
ス
コ
ー
プ
に
映
れ
る
木
梢
は
仇
国
の
緑
な
り
し
か
も
瑞
々
し
か

り
け
り

み
い
く
さ
の
波
路
の
涯
に
日
を
経
り
て
生
ず
る
垢
は
鱗
な
す
か
も

仇
船
を
刺
し
違
へ
ん
と
誓
し
て
令
じ
征
く
な
り
吾
が
ま
す
ら
を
の
友

「
赤
道
神
」
を
み
る
と
、
謡
曲
の
基
本
的
な
進
行
構
成
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
、

七
五
調
で
あ
る
こ
と
、
節
は
な
い
が
「
謡
う
箇
所
」
と
「
台
詞
の
箇
所
」
が
区

別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
能
楽
に
対
す
る
一
定
の
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
判

る
。
し
か
し
、
謡
い
方
を
示
す
「
次
第
」
「
道
行
」
「
一
声
」
な
ど
の
専
門
用
語

の
指
示
は
な
く
「
明
快
二
」
と
の
み
添
え
ら
れ
、
他
の
乗
組
員
の
た
め
に
わ
か

り
や
す
く
し
た
工
夫
か
、
佐
古
少
尉
自
身
が
能
の
愛
好
者
で
は
あ
っ
た
が
、
専

門
知
識
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
の
投
稿
作
品
も
「
バ
ナ
ナ
」
「
タ
ン
カ
ー
」
「
ペ
リ
ス
コ
ー
プ
」
な
ど

の
カ
タ
カ
ナ
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
か
ら
、
外
来
語
を
用
い
な

が
ら
、
七
五
調
の
表
現
形
式
を
好
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
同
じ
七
五
調
で
も
川
柳
は
投
稿
し
て
お
ら
ず
、
作
品
上
に
は
「
四
方

の
海
」
な
ど
、
古
典
的
用
語
も
使
用
し
て
い
る
が
、
古
典
作
品
を
典
拠
に
し
て

い
る
も
の
は
「
赤
道
神
」
の
一
例
し
か
確
認
で
き
な
い
（
大
伴
家
持
の
長
歌
引

用
で
あ
り
、
詳
細
は
後
述
す
る
）
。
そ
し
て
、
古
典
謡
曲
で
有
名
な
詞
章
や
見

せ
場
（
例
え
ば
「
船
弁
慶
」
で
、
後
シ
テ
の
平
知
盛
の
亡
霊
と
船
上
で
対
峙
す

る
義
経
（
子
方
）
の
台
詞
「
そ
の
時
義
経
少
し
も
騒
が
ず
」
の
よ
う
な
箇
所
）

を
想
起
さ
せ
る
引
用
も
「
赤
道
神
」
に
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
世
俗
的
な
表
現
は
せ
ず
、
同
時
に
古
典
趣
味
的
な
表
現

も
用
い
ず
、
潜
水
艦
乗
組
員
と
し
て
航
行
す
る
自
身
の
体
験
を
作
品
へ
反
映
さ

せ
た
創
作
が
多
い
と
い
え
る
。

「
不
朽
」
創
刊
号
に
お
け
る
、
他
の
少
尉
達
の
作
品
と
も
比
較
す
る
と
、
「
赤

道
神
」
の
次
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
杉
全
少
尉
の
「
油
虫
訓
」
と
い
う
ゴ
キ

ブ
リ
の
視
点
で
書
か
れ
た
戯
作
的
な
作
品
、
小
野
少
尉
の
七
言
絶
句
の
漢
詩
六

編
、
坂
本
少
尉
の
口
語
定
型
詩
「
俺
等
の
任
務
」
な
ど
、
同
じ
階
級
で
も
個
々

の
創
作
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

図
版
①
「
観
世
」
昭
和
一
八
年
九
月
号　

「
皇
軍
艦
」
レ
コ
ー
ド
広
告
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Ⅳ　

「
皇
軍
艦
」
に
ワ
キ
が
登
場
し
な
い
事
由
に
つ
い
て

「
皇
軍
艦
」
は
、
観
世
宗
家
の
後
見
人
で
あ
る
銕
之
丞
が
能
に
仕
立
て
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
「
能
ら
し
く
な
い
」
点
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
「
ワ
キ
」
の

い
な
い
設
定
と
い
う
点
で
あ
る
。

主
役
を
勤
め
る
シ
テ
と
そ
れ
を
支
え
る
ワ
キ
の
役
割
は
、
明
確
に
分
担
さ
れ
、

ワ
キ
方
は
、
シ
テ
方
（
ツ
レ
や
子
方
を
含
む
）
の
主
役
性
を
高
め
る
能
独
特
の

相
手
役
で
あ
る
。
こ
の
完
全
に
役
割
分
担
す
る
形
式
は
、
能
が
大
成
し
た
南
北

朝
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
、
シ
テ
方
の
役
者
が
「
今
回
は
ワ
キ
を
演
じ
る
」
な
ど

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
、
折
衷
演
劇
や
特
殊
な
演
出
を
試
み
な
い
限
り
、
基
本
的
な
「
能
」

と
し
て
上
演
す
る
場
合
に
は
、
シ
テ
方
、
ワ
キ
方
、
囃
子
方
は
必
要
条
件
な
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
ワ
キ
が
登
場
し
な
い
特
例
も
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
古

典
作
品
「
歌
占
」
で
あ
る
。
「
歌
占
は
」
、
配
役
設
定
の
違
い
を
、
上

注

　
注

掛
系
（
観

世
流
、
宝
生
流
）
、
下
掛
系
（
金
春
流
、
金
剛
流
、
喜
多
流
）
で
分
類
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
「
歌
占
」
は
下
掛
系
に
ワ
キ
が
登
場
す
る
の
に
対
し
て
、
上
掛

で
は
ツ
レ
が
ワ
キ
の
代
理
的
役
割
を
す
る
。
こ
れ
は
上
掛
系
で
上
演
が
中
断
さ

れ
た
経
緯
が
あ
り
、
復
曲
後
に
臨
時
で
シ
テ
方
の
ツ
レ
が
演
じ
た
こ
と
が
通
例

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
歌
占
」
の
例
か
ら
、
ワ
キ
を
設
定
せ

ず
に
シ
テ
方
の
ツ
レ
が
そ
の
役
を
演
じ
る
こ
と
は
、
能
の
基
本
的
な
演
出
に
お

い
て
、
消
極
的
な
理
由
が
な
い
限
り
、
そ
の
よ
う
な
形
態
に
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
。

「
皇
軍
艦
」
は
、
新
作
能
で
あ
る
が
、
そ
の
作
風
は
龍
神
や
鬼
が
登
場
す
る

五
番
目
物
（
例
え
ば
「
竜
虎
」
や
「
雷
電
」
な
ど
）
の
古
典
的
な
形
式
を
と
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ワ
キ
（
通
常
な
ら
）
や
地
謡
に
よ
っ
て
、
場
面
情
景
の

説
明
が
さ
れ
、
そ
の
土
地
の
由
縁
を
語
り
、
シ
テ
が
登
場
し
華
や
か
で
テ
ン
ポ

の
速
い
舞
を
舞
い
、
終
わ
る
、
と
い
う
形
式
が
基
本
で
あ
る
。

演
劇
的
意
図
が
あ
っ
て
通
常
ワ
キ
が
演
じ
る
役
を
ツ
レ
に
設
定
し
た
の
な

ら
、
銕
之
丞
の
所
感
や
、
観
客
か
ら
そ
の
演
出
に
対
す
る
評
価
が
あ
っ
て
も
よ

い
が
、
こ
の
「
ワ
キ
な
し
」
と
い
う
演
出
が
、
能
の
形
式
と
し
て
非
常
に
特
殊

な
配
役
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
切
の
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
「
シ
テ
」
の
「
赤
道
神
」
、
「
主
ツ
レ
」
の
「
艦
長
」
に
つ
い
て
の
言
及

は
あ
る
。
昭
和
一
九
年
一
月
号
の
「
観
世
」
一
八
頁
で
は
、
梅
若
万
三
郎
の
「
謡

ひ
方
講
座
―
皇
軍
艦
―
」
で
は
「
赤
道
神
が
シ
テ
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
艦
長

も
こ
れ
に
劣
ら
な
い
大
役
で
す
か
ら
、
ま
づ
両

注

　
注

シ
テ
と
見
て
位
を
取
り
ま
す
。
」

と
あ
り
、
「
赤
道
神
」
と
「
艦
長
」
は
ど
ち
ら
も
重
要
な
役
柄
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
当
時
の
国
民
を
鼓
舞
す
る
た
め
に

作
ら
れ
た
新
作
能
「
忠
霊
」「
義
経
」「
緋
櫻
」な
ど
に
は
、
ワ
キ
が
登
場
す
る
。
「
忠

霊
」
に
続
く
観
世
一
門
の
大
仕
事
で
あ
る
「
皇
軍
艦
」
上
演
で
、
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
特
殊
な
演
出
に
し
た
の
か
。

当
時
の
状
況
と
し
て
消
極
的
な
理
由
と
積
極
的
な
理
由
と
の
二
つ
の
側
面
が

作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
消
極
的
な
理
由
と
は
能
楽
師
側
の
時
間
的
問
題
で

あ
り
、
積
極
的
な
理
由
と
は
海
軍
と
の
関
係
で
あ
る
。

一
つ
目
の
能
楽
師
側
の
時
間
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
稽
古
時
間
と
人
員
不
足
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の
問
題
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
銕
之
丞
の
能
に
仕
立
て
る
準
備
期
間
は

一
カ
月
半
程
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
、
そ
れ
よ
り
も
事
前
に
何
ら

か
の
経
緯
で
銕
之
丞
が
極
秘
に
準
備
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
他
の
役
職
の
家

に
台
本
を
渡
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
五
番
目
物
の
形
態
に
即
し
た
作
品
で
あ

る
か
ら
、
節
付
け
や
舞
な
ど
は
従
来
の
古
典
作
品
と
同
じ
演
出
に
で
き
る
た
め
、

囃
子
方
は
直
前
の
依
頼
で
も
問
題
は
少
な
い
。
し
か
し
、
ワ
キ
方
が
口
語
の
詞

章
を
覚
え
、
且
つ
他
の
演
能
活
動
も
し
な
が
ら
の
準
備
は
、
不
可
能
で
は
な
い

が
余
裕
は
な
い
。

本
来
な
ら
ば
、
ワ
キ
方
に
依
頼
を
し
、
打
ち
合
わ
せ
を
し
な
が
ら
取
り
組
む

べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
五
月
二
七
日
の
海
軍
記
念
日
の
前
日
に
合
わ
せ
て
上
演

を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
た
め
、
銕
之
丞
は
同
門
の
シ
テ
方
内
で
効
率
よ
く
稽

古
が
で
き
る
よ
う
に
、
ワ
キ
の
配
役
を
主
ツ
レ
の
設
定
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

詞
章
の
多
い
主
ツ
レ
の
「
艦
長
」
を
、
作
曲
し
た
銕
之
丞
自
身
が
演
じ
、
華
や

か
な
シ
テ
の
赤
道
神
を
、
体
格
の
大
き
い
銕
之
丞
の
義
兄
で
あ
る
梅
若
万
三
郎

が
勤
め
、
銕
之
丞
の
養
子
（
実
弟
）
の
観
世
織
夫
（
後
の
七
世
銕
之
丞
）
が
地

頭
を
勤
め
た
こ
と
も
、
そ
の
事
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
お
、「
皇

軍
艦
」は
宗
家
で
あ
る
元
正
は
出
演
し
て
い
な
い
。
当
時
は
慰
安
公
演
な
ど
で
、

子
方
を
し
つ
つ
、
直
面
で
成
人
役
者
に
加
わ
り
ツ
レ
も
演
じ
て
い
た
。
し
か
し
、

シ
テ
と
主
ツ
レ
は
知
名
度
の
あ
る
成
人
役
者
が
演
じ
る
方
が
自
然
で
あ
り
、
同

時
に
他
の
ツ
レ
で
は
「
宗
家
」
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
出
演
を

し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

二
つ
目
は
、
海
軍
と
の
問
題
で
あ
る
。
本
作
品
は
「
赤
道
を
巡
る
潜
水
艦
の

兵
士
の
武
勇
物
語
」
を
明
確
な
主
題
に
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
檜
書
店
出
版

の
謡
本
「
皇
軍
艦
」
の
前
書
き
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
本
曲
の
狙
ひ
は
、

大
東
亜
戦
争
に
対
す
る
日
本
の
根
本
理
念
を
明
示
し
て
、
敵
国
米
英
の
非
道
を

糾
弾
し
、
大
東
亜
十
億
の
民
族
の
為
に
躍
起
し
た
皇
国
の
正
義
を
昴
揚
す
る
に

あ
る
。
赤
道
神
を
引
用
し
た
の
は
脚
色
上
の
方
便
で
あ
っ
て
、
作
の
中
心
を
貫

く
も
の
は
、
厳
然
た
る
皇
道
精
神
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

能
は
、
面
を
つ
け
演
じ
る
の
は
シ
テ
方
の
み
の
役
割
で
あ
り
、
ま
た
、
神
が

ツ
レ
に
な
り
、
人
間
を
シ
テ
に
す
る
の
も
能
の
演
出
上
限
界
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
赤
道
神
を
シ
テ
と
す
る
設
定
は
変
更
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品

の
主
題
で
あ
る
皇
道
精
神
と
武
勇
を
示
す
た
め
に
、
作
品
中
に
活
躍
を
す
る
艦

長
を
、
ワ
キ
方
で
は
な
く
シ
テ
方
が
「
主
ツ
レ
」
と
し
て
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
く
ま
で
「
シ
テ
を
高
め
る
だ
け
で
は
な
い
設
定
」
す
な
わ
ち
「
両
シ
テ

の
位
」
を
強
調
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

本
作
の
航
海
長
、
砲
術
長
、
甲
板
士
官
な
ど
も
、
艦
長
の
付
属
的
な
役
割
を

し
て
い
る
た
め
「
ワ
キ
ツ
レ
」
と
い
う
ワ
キ
方
の
設
定
の
方
が
能
と
し
て
は
自

然
で
あ
る
が
、
ワ
キ
が
い
な
い
た
め
ツ
レ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
「
皇
軍
艦
」
が
、
伊
号
二
九
潜
水
艦
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
海
軍

関
係
者
の
一
部
の
者
は
把
握
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
実
際

の
艦
長
や
航
海
長
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
実
在
の
軍
人
た
ち

へ
の
配
慮
か
ら
も
、
短
期
間
で
よ
り
完
成
度
の
高
い
作
品
に
仕
上
げ
ら
れ
る
よ

う
、
銕
之
丞
一
門
で
演
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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原
作
「
赤
道
神
」
か
ら
「
皇
軍
艦
」
と
い
う
題
名
変
更
を
し
て
、
赤
道
神
の

威
力
よ
り
潜
水
艦
の
軍
人
の
武
勇
を
主
眼
と
し
、
ま
た
、
他
の
新
作
能
で
は
シ

テ
が
武
人
で
あ
る
通
例
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ワ
キ
の
い
な
い
特
殊
な

演
出
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅴ　

「
赤
道
神
」
と
「
皇
軍
艦
」
の
演
出
に
つ
い
て

（
１
）
題
名
決
定
と
配
役
に
つ
い
て

新
作
能
の
題
名
に
つ
い
て
は
、
銕
之
丞
の
「
芸
術
報
国
大
会
」
で
の
講
演
の

言
葉
（
注
６
参
照
）
か
ら
、
海
軍
関
係
者
が
一
九
四
三
年
の
四
月
上
旬
頃
ま
で

に
「
皇
軍
艦
」
と
題
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

「
み
い
く
さ

皇
軍
」
と
い
う
語
は
、
日
本
出
版
文
化
協
会
に
推
薦
さ
れ
た
田
中
克
己
の

詩
集
『
神
軍
』
（
天
理
時
報
社
出
版　

昭
和
一
七
年
五
月
二
〇
日
発
行
）
中
の

詩
「
神
軍
」(

「
文
藝
世
紀
」
昭
和
一
七
年
一
月
号
初
出)

に
確
認
で
き
る
。「い

く
さ
ぶ
ね

軍
艦
」

は
『
教
科
書
統
合
少
年
唱
歌
』
全
八
冊
中
の
二
冊
目
（
明
治
三
六
年
六
月
四
日

発
行
）
加
藤
義
清
作
曲
の
「
軍
艦
」
に
確
認
で
き
る
。
雑
誌
「
観
世
」
で
は
、

昭
和
一
七
年
五
月
号
の
銕
之
丞
の
言
葉
、
六
月
号
の
上
演
に
関
す
る
記
事
で
は
、

「
皇
軍
艦
」
に
振
り
仮
名
が
つ
い
て
お
り
、
「
皇
軍
」
「
軍
艦
」
を
併
せ
、
武
勇

を
讃
え
る
潜
水
艦
で
の
物
語
は
、
軸
に
す
べ
き
は
赤
道
神
で
は
な
く
、
軍
人
と

潜
水
艦
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
図
か
ら
「
皇
軍
艦
」
と
い
う
題
が
生
ま
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
「
赤
道
神
」
の
詞
章
の
中
に
は
、
皇
軍
艦
と
い
う
語
は
な
く
、
佐

古
少
尉
の
短
歌
で
「
み
い
く
さ
」
と
平
仮
名
表
記
の
も
の
も
あ
る
が
、
「
ふ
ね
」

に
関
連
す
る
内
容
で
は
な
い
。

配
役
に
関
し
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
赤
道
神
」

「
皇
軍
艦
」

シ 

テ

ワ 

キ

ツ 

レ

ア 

イ

赤
道
神

司
令
・
艦
長

諸
神
・
航
海
長
・
砲
術
長
・

甲
板
士
官

祭
祀
員

赤
道
神

な
し
（
主
ツ
レ
と
し
て
艦
長
）

諸
神
・
航
海
長
・
砲
術
長

甲
板
士
官

祭
祀
員

ま
ず
、
シ
テ
は
「
赤
道
神
」
「
皇
軍
艦
」
ど
ち
ら
も
赤
道
神
に
設
定
さ
れ
て

い
る
。
「
皇
軍
艦
」
に
は
、
先
述
の
通
り
ワ
キ
は
い
な
い
が
、
や
は
り
鬼
神
と

人
間
の
役
が
あ
れ
ば
、
鬼
神
を
シ
テ
に
据
え
、
人
間
の
役
は
ワ
キ
か
ツ
レ
が
勤

め
る
の
が
能
の
基
本
で
あ
る
（
古
典
作
品
「
谷
行
」
の
よ
う
に
、
ワ
キ
の
阿
闍

梨
が
作
品
の
中
心
的
な
役
割
を
す
る
に
し
て
も
、
シ
テ
は
鬼
神
で
あ
る
。
）
。
そ

の
た
め
「
皇
軍
艦
」
で
は
、
赤
道
神
と
艦
長
は
「
両
シ
テ
の
位
」
と
、
意
識
的

に
補
足
さ
れ
て
い
る
。
ワ
キ
に
関
し
て
は
、
原
作
に
は
登
場
し
た
司
令
（
モ
デ

ル
は
勝
田
治
夫
大
佐
）
の
い
な
い
こ
と
が
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
「
赤
道
神
」

で
は
、
司
令
の
詞
章
は
後
半
に
至
る
ま
で
あ
ら
わ
れ
ず
、
物
語
の
進
行
は
艦
長

（
モ
デ
ル
は
木
梨
鷹
一
中
佐
）
が
つ
と
め
て
い
る
。
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「
皇
軍
艦
」
で
は
、
ワ
キ
を
設
定
し
て
い
な
い
た
め
、
司
令
も
役
に
加
え
る

な
ら
、
階
級
序
列
を
考
慮
す
る
と
配
役
順
序
は
、
主
ツ
レ
司
令
・
ツ
レ
艦
長
と

そ
の
他
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
原
作
の
司
令
の
言
葉
が
少
な
く
艦
長
の
み

で
演
出
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
配
役
に
階
級
意
識
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

役
者
の
人
員
や
稽
古
期
間
な
ど
を
総
合
的
に
鑑
み
て
、
銕
之
丞
は
司
令
の
役
を

除
外
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
原
作
で
は
艦
長
を
「
ワ
キ
ツ
レ
」と
称
さ
ず
「
ワ

キ
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
佐
古
少
尉
が
ワ
キ
ツ
レ
と
い
う
言
葉
を
省
略

し
た
の
か
、
「
両
ワ
キ
」
と
い
う
独
自
の
作
意
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

ツ
レ
に
関
し
て
は
、
双
方
の
謡
本
で
諸
神
を
設
定
し
て
い
る
。
「
一
角
仙
人
」

の
よ
う
に
供
の
諸
神
を
引
き
連
れ
て
舞
を
舞
う
の
は
、
一
般
的
で
あ
り
華
や
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
皇
軍
艦
」
の
演
能
記
録
に
は
「
諸
神
役
」
が
記
載
さ
れ

て
い
な
い
。
人
員
や
、
仮
設
舞
台
で
の
広
さ
の
課
題
に
加
え
、
主
題
は
鬼
神
の

華
や
か
さ
で
は
な
く
「
武
勇
」
で
あ
る
と
い
う
方
向
性
に
統
一
す
る
た
め
に
諸

神
は
排
除
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
赤
道
神
の
「
い
か
に
下
界
の
龍
神
確
か
に
聞

け
。
電
光
雷
電
の
暴
風
雨
を
起
し
。
彼
等
が
武
勇
を
、
試
み
よ
」
と
い
う
台
詞

が
あ
る
が
、
暴
風
雨
の
様
子
は
囃
子
の
み
で
表
現
が
可
能
で
あ
り
、
諸
神
の
台

詞
は
な
い
た
め
不
都
合
は
な
い
。

同
様
に
、
ア
イ
も
、
当
時
の
演
能
記
録
に
ア
イ
の
狂
言
方
の
名
前
が
無
い
こ

と
（
ア
イ
の
配
役
名
を
省
略
す
る
こ
と
も
あ
る
）
、
一

注1

　
 
注

場
物
な
の
で
ア
イ
が
必

要
な
い
こ
と
、
シ
テ
方
銕
之
丞
一
門
で
準
備
を
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
実

際
の
演
能
で
は
登
場
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
２
）
演
能
形
式
と
詞
章
に
つ
い
て

「
赤
道
神
」

「
皇
軍
艦
」

①
艦
長
が
南
海
の
情
景
を
謡
い
、
赤

道
を
通
過
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。

②
艦
長
が
、
甲
板
士
官
を
呼
び
、
赤

道
祭
の
準
備
を
命
じ
、
さ
ら
に
甲
板

士
官
が
祭
祀
員
に
準
備
を
命
じ
る
。

③
シ
テ
の
赤
道
神
が
諸
神
（
台
詞
有
）

を
連
れ
て
登
場
す
る
。
諸
神
に
、
潜

水
艦
の
武
勇
を
試
す
た
め
、
嵐
を
起

こ
せ
と
話
す
。

④
艦
長
が
異
様
な
暴
風
に
驚
く
と
、

航
海
長
が
「
妖
魔
の
仕
業
で
あ
る
」

と
言
い
、
砲
術
長
は
大
砲
で
撃
退
し

よ
う
と
い
さ
む
。

⑤
司
令
が
「
赤
道
は
神
域
で
あ
る
た

め
妖
魔
の
仕
業
で
は
な
い
」
と
そ
の

場
を
収
め
、
赤
道
祭
が
執
行
さ
れ
る
。

①
艦
長
が
南
海
の
情
景
を
謡
い
、
赤

道
を
通
過
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。

②
艦
長
が
、
甲
板
士
官
を
呼
び
、
赤

道
祭
の
準
備
を
命
じ
、
さ
ら
に
甲
板

士
官
が
祭
祀
員
に
準
備
を
命
じ
る
。

③
シ
テ
の
赤
道
神
が
諸
神
（
台
詞
無
）

を
引
き
連
れ
て
登
場
す
る
。
諸
神
に
、

潜
水
艦
の
武
勇
を
試
す
た
め
、
嵐
を

起
こ
せ
と
話
す
。
（
舞
働
）

④
砲
術
長
が
異
様
な
暴
風
に
驚
く

と
、
航
海
長
が
「
妖
魔
の
仕
業
で
あ

る
」
と
言
い
、
砲
術
長
は
大
砲
で
撃

退
し
よ
う
と
い
さ
む
。

⑤
艦
長
が
「
赤
道
は
神
域
で
あ
る
た

め
妖
魔
の
仕
業
で
は
な
い
」
と
そ
の

場
を
収
め
、
赤
道
祭
が
執
行
さ
れ
る
。
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「
赤
道
神
」

「
皇
軍
艦
」

⑥
ワ
キ
（
司
令
か
艦
長
か
は
不
明
）

と
地
謡
に
よ
っ
て
、
米
英
の
悪
行
と

そ
れ
を
排
斥
す
る
日
本
の
徳
が
謡
わ

れ
る
。
艦
長
の
指
揮
の
基
、
嵐
に
立

ち
向
か
っ
て
い
く
。

⑦
赤
道
神
は
日
本
の
武
勇
を
讃
え

て
、
赤
道
通
過
の
た
め
の
鍵
を
艦
長

に
渡
す
。

⑧
米
英
討
伐
を
誓
う
地
謡
で
終
る
。

⑥
地
謡
に
よ
っ
て
、
艦
長
の
指
揮
の

基
、
嵐
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
潜
水

艦
の
様
子
が
謡
わ
れ
る
。

⑦
赤
道
神
は
日
本
の
武
勇
を
讃
え

て
、
赤
道
通
過
の
た
め
の
鍵
を
艦
長

に
渡
す
。

⑧
米
英
討
伐
を
誓
う
地
謡
で
終
る
。

詞
章
は
「
赤
道
神
」
は
「
不
朽
」
創
刊
号
、「
皇
軍
艦
」
は
古
典
文
庫
版
『
未

刊
謡
曲
集
』
（
続
十
四
）
の
本
文
に
拠
っ
て
い
る
。

表
で
示
し
た
よ
う
に
、
物
語
の
進
行
や
内
容
に
大
き
な
差
異
は
な
い
が
、「
皇

軍
艦
」
③
（
舞
働
）
の
箇
所
の
様
に
、
舞
や
囃
子
の
詳
細
な
指
示
が
「
赤
道
神
」

に
は
な
い
。
「
赤
道
神
」
は
「
謡
曲
」
で
あ
り
能
仕
立
て
で
は
な
い
の
で
、
指

示
が
な
い
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。
佐
古
少
尉
が
「
能
」
と
し
て
実
際
に
演

能
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
た
の
で
は
な
く
、
詞
章
を
鑑
賞
す
る
「
謡
曲
」
と
し

て
作
詞
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
実
際
の
詞
章
の
文
字
数
を
比
較
し
て
み

る
と
、
「
赤
道
神
」
が
約
二
五
〇
〇
文
字
、
「
皇
軍
艦
」
が
一
八
五
〇
文
字
で
あ

り
、
原
稿
用
紙
に
換
算
す
る
と
一
枚
半
程
度
の
縮
小
が
さ
れ
て
い
る
。
「
赤
道

神
」
は
節
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
文
字
数
の
み
で
は
「
皇
軍
艦
」
が
ど

れ
く
ら
い
の
演
能
時
間
を
短
縮
し
た
か
は
計
算
が
で
き
な
い
が
、
注
１
の
資
料

中
に
「
み
な
で
五
十
分
と
い
ふ
時
間
は
、
ほ
ん
と
に
こ
の
忙
は
し
い
時
局
に
相

應
は
し
い
。
」
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
銕
之
丞
が
意
識
し
て
短
時
間
の

作
品
に
仕
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
「
皇
軍
艦
」
に
は
、
佐
古
少
尉
が
「
赤
道
神
」
で
用
い
た
「
Ａ
Ｂ
Ｃ

Ｄ
包
団
陣
」
「
テ
レ
グ
ラ
フ
」
「
シ
リ
ン
ダ
ー
」
な
ど
の
カ
タ
カ
ナ
や
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
表
記
は
一
切
な
く
、
当
然
「
伊
号
二
九
潜
水
艦
」
な
ど
情
報
が
特
定

さ
れ
る
固
有
名
詞
も
な
い
。
ま
た
、
「
支
那
事
変
」
や
「
九
国
条
約
」
な
ど
、

米
英
国
と
の
政
治
的
な
説
明
や
批
判
（
「
赤
道
神
」
傍
線
⑥
）
は
割
愛
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
箇
所
を
割
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
銕
之
丞

は
時
間
を
短
縮
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
南
海
の
情
景
を
黒
白
緑
赤
の
色
を
用
い
て
謡
う
箇
所
は
、
原
作
に

近
い
詞
章
で
表
さ
れ
て
い
る
。
説
明
的
な
詞
章
を
省
略
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

美
し
い
南
海
の
風
景
か
ら
、
赤
道
通
過
で
嵐
が
起
こ
り
、
そ
れ
に
立
ち
向
か
い

晴
れ
や
か
に
突
き
進
む
構
成
は
、
「
序
破
急
」
と
い
う
能
の
演
出
に
沿
っ
て
い

る
も
の
で
、
よ
り
主
題
の
「
武
勇
」
を
表
現
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

最
後
の
詞
章
を
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
「
赤
道
神
」　

正
義
の
剣
遂
に
抜
き
て　

水
漬
く
屍
と
勇
み
勇
め
ば
神
々
は

至
誠
に
感
じ　

奇
瑞
を
表
は
し　

世
界
の
涯
に
我
等
の
行
手
を
護
ら
せ
給
ふ　
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実
に
あ
り
が
た
き
御
陵
威
哉
（
三
度
）

・「
皇
軍
艦
」　

海
行
か
ば
。
水
漬
く
屍
山
行
か
ば
。
草
む
す
か
ば
ね
大
君
の
。

辺
に
こ
そ
し
な
め
武
士
の
。
引
き
は
返
さ
じ
梓
弓
、
弥
猛
心
ぞ
頼
も
し
き
、
弥

猛
心
ぞ
頼
も
し
き
。

い
ず
れ
に
も
「
水
漬
く
屍
」
と
あ
る
が
、
こ
の
語
句
は
『
万
葉
集
』
巻
一
八

所
収
の
大
伴
家
持
の
「
賀
陸
奥
国
出
金
詔
書
」
の
長
歌
を
典
拠
と
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
当
時
、
家
持
の
長
歌
を
基
に
信
時
潔
が
昭
和
一
二
年
に

作
曲
し
た
「
海
行
か
ば
」
の
軍

注注
注歌

が
大
き
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
軍
歌

の
歌
詞
は
「
海
行
か
ば　

水
漬
く
屍 
山
行
か
ば　

草
生
す
屍　

大
君
の　

辺

に
こ
そ
死
な
め 

か
へ
り
見
は
せ
じ
」
と
あ
り
、
「
赤
道
神
」
で
は
ワ
キ
の
冒
頭

の
箇
所
で
謡
わ
れ
て
い
る
。

佐
古
少
尉
が
「
赤
道
神
」
で
二
度
こ
の
歌
の
語
句
を
引
用
し
た
こ
と
、
銕
之

丞
が
、
最
後
の
部
分
で
軍
歌
の
ほ
ぼ
全
文
を
引
用
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
時
世

を
よ
く
反
映
し
て
い
る
。

佐
古
少
尉
が
南
海
で
体
験
し
た
赤
道
祭
を
基
に
作
詞
し
た
「
赤
道
神
」
は
、

潜
水
艦
の
専
門
用
語
が
含
ま
れ
、
乗
組
員
の
仲
間
意
識
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
を
銕
之
丞
が
、
さ
ら
に
「
武
勇
」
に
焦
点
を
あ
て
、
万
人
が
時
勢
に

沿
っ
た
共
感
の
で
き
る
詞
章
に
仕
立
て
直
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

注注
１　

昭
和
一
八
年
六
月
号
「
観
世
」
一
九
頁
「
皇
軍
艦
の
上
演
に
接
し
て
」

に
て
「
五
月
二
十
六
日
華
族
会
館
の
恩
賜
能
舞
台
で
三
回
に
亘
つ
て
演

能
さ
れ
、
世
間
に
大
き
な
反
響
を
起
こ
し
た
」
と
あ
る
。
同
日
に
何
度

も
同
じ
作
品
を
上
演
す
る
こ
と
は
、
能
で
は
稀
で
あ
る
。

注
２　

『
日
本
戯
曲
大
事
典
』
（
白
水
社
、
二
〇
一
六
年
九
月
三
〇
日
発
行
）

七
一
三
頁
「
新
作
能
・
狂
言
」
の
箇
所
参
照
。

注
３　

「
不
朽
」
創
刊
号
、
編
集
者
の
藤
田
軍
医
の
選
者
の
辞
に
て
「
「
西
岡
兵

曹
の
（
一
年
を
か
へ
り
見
て
）
」
の
如
き
努
力
作
も
あ
っ
た
が
、
あ
ま

り
長
い
し
機
密
保
持
上
か
ら
本
誌
に
の
せ
な
い
事
に
し
た
」
と
あ
り
、

編
集
段
階
か
ら
情
報
管
理
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

注
４　

観
世
元
正
。
太
平
洋
戦
争
中
も
慰
安
演
能
を
し
、
子
方
と
成
人
担
当
の

役
の
両
方
を
務
め
て
い
る
。
昭
和
一
六
年
一
一
月
一
一
日
の
新
作
能
「
忠

霊
」
で
は
銕
之
丞
の
シ
テ
に
ツ
レ
と
し
て
出
演
。
こ
の
時
期
の
演
能
が

ニ
ュ
ー
ス
撮
影
さ
れ
た
。

注
５　

年
表
は
、
米
田
文
孝
・
秋
山
暁
勲
「
伊
号
第
２
９
潜
水
艦
と
ス
バ

ス
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ
ー
ス
」
（
「
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
」
第
八
号
、

二
〇
〇
二
年
三
月
三
一
日
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。

注
６　

「
観
世
」
編
集
者
三
宅
襄
は
「
筆
者
も
當
日
の
皇
軍
艦
の
地
は
、
前
半

に
お
い
て
か
か
り
方
が
足
り
な
い
と
感
じ
た
一
人
で
あ
る
。
忠
勇
無
双

の
帝
国
海
軍
の
出
動
ら
し
い
元
気
が
な
か
っ
た
凛
然
た
る
風
が
充
分
に

表
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
皇
軍
艦
の
曲
趣
そ
の
も
の
が
、
皇
軍
将
兵
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の
は
ち
き
れ
る
よ
う
な
勇
気
を
籠
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
る
ま
い
。
」
と
生
徒
の
所
感
を
受
け
て
自
身
の
感
想
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
記
事
は
「
本
誌
の
終
刊
に
際
し
て
」
の
前
頁
に
あ
る
た
め
、
時
節

の
状
況
が
よ
く
わ
か
る
内
容
で
あ
る
。

注
７　

銕
之
丞
は
一
九
四
三
年
四
月
九
日
に
「
芸
術
報
国
大
会
」
の
講
演
で
、

「
又
最
近
海
軍
省
か
ら
御
命
令
で
皇
軍
艦
と
題
す
る
原
稿
を
御
下
付
せ

ら
れ
、
新
し
い
能
を
作
る
や
う
と
の
御
依
頼
を
受
け
ま
し
て
只
今
慎
重

に
作
曲
い
た
し
て
居
り
、
頓
て
出
来
上
り
ま
し
た
上
は
近
く
発
表
致
す

運
び
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
檜
書
店
発
行
の
謡
本
、

前
附
で
は
「
大
本
営
海
軍
報
道
部
」
と
な
っ
て
い
る
。

注
８　

「
上
掛
・
下
掛
」
と
は
、
シ
テ
方
流
儀
を
分
類
す
る
語
で
江
戸
初
期
に

は
一
般
化
し
て
い
た
も
の
。

注
９　

能
・
狂
言
と
も
に
シ
テ
は
一
人
と
決
ま
っ
て
い
る
が
、
演
目
に
よ
っ
て

は
、
共
演
者
の
役
割
が
特
別
に
重
く
、
シ
テ
に
匹
敵
す
る
格
を
必
要
と

し
た
時
、
シ
テ
が
二
人
い
る
か
の
よ
う
な
扱
い
を
す
る
こ
と
。「
二
人
静
」

や
「
小
袖
曽
我
」
に
例
が
あ
る
。

注
注1　

能
の
曲
目
分
類
。
「
単
式
能
」
と
も
い
う
。
前
シ
テ
と
後
シ
テ
の
区
別

が
な
く
、
中
入
り
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
着
替
え
時
間
の
必
要
が
な
い

た
め
ア
イ
は
省
略
で
き
る
。
ア
イ
が
登
場
し
な
い
作
品
は
、
現
行
曲
で

四
〇
曲
程
度
あ
る
。

注
注注　

昭
和
一
二
年
に
、
日
本
放
送
の
嘱
託
を
受
け
た
信
時
潔
が
作
曲
し
た
。

当
時
、
日
本
政
府
が
制
定
し
た
「
国
民
精
神
強
調
週
間
」
の
テ
ー
マ
曲

で
あ
り
、
出
征
兵
士
を
送
る
曲
と
し
愛
好
さ
れ
た
。

〔
付
記
〕

本
紀
要
の
掲
載
に
あ
た
り
、
愛
知
県
碧
南
市
立
大
浜
小
学
校
、
金
子
て
る
子

校
長
に
「
不
朽
」
に
関
す
る
資
料
提
供
を
し
て
頂
い
た
。
こ
こ
に
深
く
感
謝
の

意
を
表
す
る
。

　

図
版
②
「
観
世
」
昭
和
一
八
年
六
月
号　

「
皇
軍
艦
」
シ
テ
の
赤
道
神
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